
 

発行・問合先  釜石労働基準監督署  電話 0193-23-0651  

     

       釜石労働基準監督署からのお知らせ 
 

1 釜石支部主要企業訪問   

1 月 12 日に株式会社ガルバート・ジャパンを訪問しました。 
 

 
毎回異なるチェック

リストの使用 
毎月の安全パトロ

ールでは、毎回異な
る点検項目のチェッ
クリストを担当者が
作成しています。パ
トロールメンバーも
一部変え、マンネリ
化しないよういろんな観点での安全パトロールを行って
います。 

転 倒 防 止 対 策 と し
て、手すりのいたると
ころ に「 手摺を持と
う︕︕」というステッ
カーを貼り注意喚起も
しています。 

全国安全週間の取組 
7 月の全国安全週間では、毎年「転倒」「玉掛」「ＫＹ」

など工場作業に関連のある動画を視聴することにより、従

業員の安全意識の高揚につなげています。さらに、視聴後
は各自所感を自書させ、今後の仕事の活かし方をまとめて
います。 

安全心得の唱和 
会社の安全に関する心

得を設定し、朝ミーティ
ングの際、全員唱和を永
年続けています。 

小集団活動の実施 
取引会社から情報提供されている災害事例を活用し、毎

月 3 人～5 人の小集団（班単位）で 4 ラウンド法による
危険予知活動（ＫＹK）を実施しています。 

工 場 内 の 労 働 災
害リスク低減の た
め、小集団（班単位）
で最低でも年間 1 か
所、作業や設備に関
する改善提案を 行
い、さらに、自ら補修や改善も行っています。 

資格取得の促進 
①工場作業で法令上取得が義務付けられている資格、②

会社として取得を奨励している資格の従業員取得一覧を
作成し掲示しています。また、②取得を推奨している資格
にも会社で費用負担し、取得した暁には一時金を支給し、
資格取得の促進を図っています。 

２ 労働災害発生状況（速報）  
岩手労働局及び釜石監督署管内の 12

月末現在の休業4日以上の労働災害の速
報値をまとめました。 

令和 4 年の岩手労働局が 2,094 件で、
前年同期比で 690 件（49.1％）増加し、
釜石監督署管内も 115 件で、前年同期比
32 件（38.6％）増加しています。 

うち職場の新型コロナ感染症による
ものが社会福祉施設を中心に岩手労働
局 686 件、釜石監督署 26 件含まれてい
ます。 

令和５年 

２ 月 

岩手労働局のホームページに掲載しています。                       令和 5 年 1 月 25 日発行 

株式会社ガルバート・ジャパン 
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労働災害の推移（12月末速報値）

釜石署管内 岩手局全体

 

※ 全ての件数が各年、12 月末速報値です。 

つま先止めの設置 

取材協力︓公益財団法人岩手労働基準協会釜石支部 
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３ 自動車運転者の改善基準告示の改正  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 荷主・元請運送業者の皆さまへのお願い  
「自動車運転者の改善基準告示」の改正に伴い、「荷主

特別対策チーム」を全国の監督署内に編成しました。 
今後、トラック運転者が改善基準を遵守できるよう発

荷主及び着荷主並びに道路貨物運送業の元請事業者に対して、 
①長時間の恒常的な荷待ちの改善に努めること、 
②運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知 
することについて、要請していきます。 
 

５ 月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ  
中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が令和５年４月１日から５０％に引き上げ

られます。 
 
 
 
 
 
 

 

６ 労働災害発生状況  

【12 月に確定した釜石監督署管内発生 3 件目の死亡災害】 
9 月に 60 歳代の男性労働者が、原動機付自転車に乗って新聞配達中、何らかの原因で転倒し気を失

い路上で倒れているところを通りかかった第三者に発見された。病院搬送後、療養中であったが、約 1
週間後に死亡したもの。 

 

【 現 在 】 
１か月の時間外労働 

60 時間以下 60 時間超 

大企業 ２５％ ５０％ 

中小企業 ２５％ ２５％ 

 

【令和 5 年 4 月 1 日以降】 
１か月の時間外労働 

60 時間以下 60 時間超 

大企業 ２５％ ５０％ 

中小企業 ２５％ ５０％ 

【令和 4 年１２月末現在 （前年同期と比較して３２件（３８．６％）の増加）】 
休業 4 日以上の労働災害 １１５件（コロナ 26 件含む）（前年同期８３件（同 1 件）） 
死亡災害 ３件（同０件） 

※ 就業規則の変更・届出をお忘れなく︕ 


